
福島原発かながわ訴訟判決を受けての声明

2019(平 成 31)年 2月 20日

福 島原発 かながわ訴訟原告 団団長  村 田弘

福島原発被 害者支援 かながわ弁護 団団長  水地啓子

本 日、横浜 地方裁 判所 は、福 島原発事故 によ る被害者 60世 帯 175名

を原告 とす る訴訟 にお いて 、被告 国及び被告東京電 力 に対 し、そ の法 的責

任 を認 め、連帯 して 、 4億 1963万 7304円 の賠償 を命 じる判決 を言

い渡 した。

福 島原発事故 か ら約 8年 が経過 して い るが、事故 によ り放射性物質 に汚

染 され たふ るさ と、そ こで営 まれて いた全て の被 害者 の生活 基盤 、それ ら

は一度壊 されれ ば容 易 に回復 、再建で き る もので はな く、判決 も この こと

を認 め、各原告 に認 め られ た賠償額 は十分 とは言えな い ものの、 これ まで

の 中間指 針等 によ る 区域 毎 の賠 償 水 準 の不合 理 な格 差 を一定 程 度 是正 し

た 。

被 害者 に対す る賠 償 は依 然 と して不十分 な ままで 、生活再建が遅 々 と し

て 進 んで いな い現状 が あ り、現在 、全 国 にお いて、 1万 2000人 以 上が

国 や 東京 電 力 を被 告 と して 訴 訟 を提 起 し、最 後 の希 望 を司法 に託 して い

る。

国や東京電 力の加害 責任 が 司法 の場 にお いて 5度 認 め られ た今 、国や 東

京 電 力は これ まで進 めて きた被 害者 に対す る賠償 、支援 策 の打 ち切 りとい

った対応 を根本 か ら改 め、被害者 が原発事故 前 の生活基盤 を取 り戻す た め

の完 全賠償 とそ のた め の諸施策 を速や か に実施すべ きで ある。

よ って、我 々は、国及び東京電 力 に対 して、今 回の横浜 地裁 判決 を真摯

に受 け止 め、中間指 針等 の見 直 しを行 い、被害者へ の完全賠 償 を行 うこと

を求 め る。

併 せて 、福 島復 興 再 生特別措 置法や福 島原発事故子 ども・被災者支援 法

の改正 をは じめ、原発事故 の加害責任 を明確 に し、被害者 の人権 を回復 し、

生活 再建 をすす め る新 たな立法 の制定・ 施策 の実施 を求 め る次第で ある。

以 上


